
尾張旭市議会議長殿

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定により9月定例会において別紙の
とおり質問したいので通知します。

なお、質問事項の件数及び質問方法は、下記のとおりです。
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別紙                    氏 名  川村 つよし    

質 問 事 項 

 

№  １   

今後の保育園待機児童対策は 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

（１）現状の保育園待機児童対策と来年度以降の計画は 

   昨年度末に明らかにされた、未満児保育の待機児童対策として、今年

度、年度途中に保育所運営事業者を公募し、７月から開設できました。

かつてない迅速な対応に敬意を表します。 

今後の保育園待機児童対策として、今後の計画を確認します。 

 

（２）将来的に、公立保育園と民間保育園の比率はどうするか 

   保育園の運営形態は、公設公営、公設民営、民設民営、指定管理者な

ど、いくつかある。 

   以前からの市の方針として、公私のバランスを半分ずつにしていくよ

うな話であったと記憶している。今後についても、この方針は維持され

るのか。 

 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 



 

2 

別紙                    氏 名  川村 つよし       

質 問 事 項 

 

№  ２   

不適切保育の防止を 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

ここ数年、毎年のように「不適切保育」の報道を耳にするようになった。 

（当市において今後、民間の運営が増加していくことが避けられないもの

だとすると、さらに気になる事柄だが） 

 昨年、東郷町で起きた「不適切保育」の検証作業を行った、川口創弁護士

によれば「不適切保育」の背景には、それを産み出す構造的な背景が必ず存

在する。保育士らの対応を批判するだけでは、問題の解決にはつながらな

い。 

 そして「不適切保育」は、どこの園でも生じる可能性があり、その背景に

は様々な構造的な問題がある。と、指摘しています。 

 「不適切保育」の防止について、当市の取組や考え方をお聞きします。 

 

参考：東郷町「不適切保育」第三者委員会報告書(PDFファイル:808.9KB) 

https://www.town.aichi-

togo.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomohoikuka/gyomuannai/11472.html 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  川村 つよし       

質 問 事 項 

 

№  ３   

夏の子どもの居場所を増やせないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

年々夏の暑さが深刻になっています。熱中症予防の観点から、外出を控え

るようにとの呼び掛けは連日のように続きます。 

 

夏休み、子どもたちは、どこで過ごしているのでしょう。 

外に出る機会が少なくなっているということは、部屋の中で、テレビゲー

ムやスマホ漬けになっていないか？昼夜逆転のようにならないか？ 

こうした子どもたちの環境を思うと、暑い夏の間、子どもたちが安全に過

ごすことのできる場所を増やすことができないかとの考えから、その可能性

を探る目的で、現状をお聞きします。 

 

（１）児童生徒の過ごし方は把握されているか 

  

（２）児童館の使用状況は 

 

（３）図書館・学校図書館の夏休み中の使用状況は 

 

（４）エアコン設置後の小中学校体育館の開放の検討 

 

（５）拠点施設にある運動施設開放の検討 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  川村 つよし       

質 問 事 項 

 

№  ４－１  

学校図書館の充実を 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

学校図書館法 第４条の「学校図書館の運営」について、現状とこれまで

どのような、取組に努めてきたか、お聞きします。 

 

（図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。） 

（１）図書資料の蔵書数について 

   児童生徒用向けの蔵書数と、教員向けの蔵書数について、現状と、更

新頻度、予算規模、そして、学校図書館相互の貸し借りなどがあれば、

その状況についてお聞きします。 

 

（図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。） 

（２）図書館資料の分類排列の状況と資料の探しやすさについて 

   図書の分類は、学校図書館においても「日本十進分類法」により整理

されていることと思われるが、分類番号で言うと、どの番号の多い少な

いがあるか、小学校と中学校で、その傾向に差異があるか、また、時代

とともにその傾向に変化は見られるか。 

 

（読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。） 

（３）学校図書館による企画イベントについて 

 法第４条第１項第３号からは、学校図書館による様々なイベントの実

施が求められていると思われるが、実施状況はどのようになっている

か。小学校と中学校との差異はあるか。 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  川村 つよし       

質 問 事 項 

 

№  ４－２  

学校図書館の充実を 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

（他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び

協力すること。） 

（４）外部との連携について 

 法第４条第１項第５号では、他の学校の学校図書館、図書館、博物

館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。とされているが、実

践例の紹介を求める。 

 

（５）一般公衆の利用について 

   法第４条第２項には「その目的を達成するのに支障のない限度におい

て、一般公衆に利用させることができる。」とされている。 

   今般の、コミュニティ・スクールの考え方から考えると、地域との連

携が以前より求められるようになったことを考えると、学校図書館を、

地域の人達に開放することを視野に入れるべきではないかと考える。将

来的な方針を持ってはどうか？ 

 

（６）学校司書の配置を 

 学校図書館の充実を進めようと考えると、学校司書の配置を進めてゆ

くべきと考える。 

   また、夏季休業期間中に行ける身近な図書館として、期待できるので

はないかと考える。そのためにも、学校図書館を支えるマンパワーの充

実が必要ではないか、お考えをお聞きします。 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  川村 つよし       

質 問 事 項 

 

№  ５   

三郷駅前再開発の進捗状況と財政負担について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

（１）三郷駅前再開発の進捗状況は 

   これまでも同様の質問は続いていますが、進捗状況の再確認。 

 

（２）財政負担の増加状況は 

   人件費や材料価格の高騰など、不利な状況が多いと思われるが、当初

の見込みと比較すると、市の財政負担は、どの程度増加する見通しか。 

 

（３）三郷駅に近い大規模商業施設の閉店の影響は 

   三郷駅前再開発を計画する段階で、いくつかの調査を行ったが、最近

明らかになった大規模商業施設の閉店は、再開発後のまちづくりに、ど

のような影響があると考えられるか。 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 


